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【Ⅱ－７－７ 患者の早期機能回復のための質の高いリハビリテーション等の評価 －

④】 

④ 難病患者リハビリテーション料の見直し 
  

第１ 基本的な考え方 

 

難病患者リハビリテーションにおける各職種の役割等を踏まえ、難病

患者リハビリテーション料の算定要件及び施設基準を見直す。 

 

第２ 具体的な内容 

 

難病患者リハビリテーション料の施設基準に言語聴覚士を追加する。 

 
現 行 改定案 

【難病患者リハビリテーション料】 

難病患者リハビリテーション料 

640点 

 

［施設基準］ 

ロ 当該保険医療機関内に難病患者

リハビリテーションを担当する専

従の看護師、理学療法士又は作業

療法士が適切に配置されているこ

と。 

ハ 患者数は、看護師、理学療法士

又は作業療法士を含む従事者の数

に対し適切なものであること。 

 

 

(2) 専従する２名以上の従事者（理

学療法士又は作業療法士が１名以

上であり、かつ、看護師が１名以

上）が勤務していること。ただ

し、ＡＤＬ維持向上等体制加算、

回復期リハビリテーション病棟入

院料及び地域包括ケア病棟入院料

を算定する病棟並びに地域包括ケ

ア入院医療管理料を算定する病室

を有する病棟における常勤理学療

法士又は常勤作業療法士との兼任

ではないこと。なお、あらかじめ

難病患者リハビリテーションを行

【難病患者リハビリテーション料】 

難病患者リハビリテーション料 

640点 

 

［施設基準］ 

ロ 当該保険医療機関内に難病患者

リハビリテーションを担当する専

従の看護師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が適切に配置

されていること。 

ハ 患者数は、看護師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士を

含む従事者の数に対し適切なもの

であること。 

 

(2) 専従する２名以上の従事者（理

学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が１名以上であり、かつ、看

護師が１名以上）が勤務している

こと。ただし、ＡＤＬ維持向上等

体制加算、回復期リハビリテーシ

ョン病棟入院料及び地域包括ケア

病棟入院料を算定する病棟並びに

地域包括ケア入院医療管理料を算

定する病室を有する病棟における

常勤理学療法士、常勤作業療法士

又は常勤言語聴覚士との兼任では

ないこと。なお、あらかじめ難病
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う日を決めている場合、第７部リ

ハビリテーション第１節の各項目

のうち、施設基準において、専従

の理学療法士、作業療法士又は看

護師の勤務を要するものであっ

て、あらかじめ当該難病患者リハ

ビリテーションを行う日には実施

しないこととしているものについ

ては兼任できる。また、当該保険

医療機関において難病患者リハビ

リテーションが行われる日・時間

が当該保険医療機関の定める所定

労働時間に満たない場合には、当

該リハビリテーションの実施時間

以外に他の業務に従事することは

差し支えない。 

 

２ 届出に関する事項 

(2) 当該治療に従事する医師、理

学療法士、作業療法士その他の

従事者の氏名、勤務の態様（常

勤・非常勤、専従・非専従、専

任・非専任の別）等を別添２の

様式44の２を用いて提出するこ

と。 

患者リハビリテーションを行う日

を決めている場合、第７部リハビ

リテーション第１節の各項目のう

ち、施設基準において、専従の理

学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は看護師の勤務を要するもの

であって、あらかじめ当該難病患

者リハビリテーションを行う日に

は実施しないこととしているもの

については兼任できる。また、当

該保険医療機関において難病患者

リハビリテーションが行われる

日・時間が当該保険医療機関の定

める所定労働時間に満たない場合

には、当該リハビリテーションの

実施時間以外に他の業務に従事す

ることは差し支えない。 

２ 届出に関する事項 

(2) 当該治療に従事する医師、看

護師、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士その他の従事者

の氏名、勤務の態様（常勤・非

常勤、専従・非専従、専任・非

専任の別）等を別添２の様式44

の２を用いて提出すること。 

 


